
補助金交付申請書（市ホームページ〈右下QRコード〉から
ダウンロード）に、必要な書類を添付し、みのおライフプラ
ザ総合窓口へ提出してください。

申込方法

　市では、福祉・介護の仕事を始めるかたに、「資格取得補助金」「就職
支援補助金」を支給します。介護職員初任者研修（以下、研修）を受講・
修了し、市内の介護保険サービスまたは障害福祉サービスの事業所で
働くかたに、2つの補助金を合わせて最大22万円支給！
　福祉・介護の仕事で市民生活を支える“あなた”を応援します。

介護保険サービス事業所のかたは➡高齢福祉課（σ727・9505）へ
障害福祉サービス事業所のかたは➡障害福祉課（σ727・9514）へ

■希望の就職先が…

ρ高齢福祉課σ727・9505、障害福祉課σ727・9514
　いずれもφ727・3539

「資格取得補助金」「就職支援補助金」について、詳しくは市ホームページ（ＱＲコード）をご覧ください。
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興味を持たれたかた、まずはご連絡ください！

研修を修了し、対象事業所に
就職する（した）かた

研修を修了し、対象事業所で
働き続けているかた

「資格取得補助金」 「就職支援補助金」

研修の受講・教材費用相当額
（最大7万円）を、補助金とし
て支給します。
※�4月1日以降に新たに市内対象
事業所に就職し、研修を修了し
たかたが対象です。

市内の対象事業所で6カ月以内に 
延べ320時間以上働いた※かたに、
一律15万円を支給します。

※�1日8時間・週5日勤務の場合、およそ2カ月で
320時間になります。なお、1年間働き続けな
かった場合は返還義務があります。

研修を受けるにしても 箕面市内の事業所で
出費がかさむなぁ… 自分の力を発揮した

い！

さらに！

最大7万円
を支給！

一律15万円
を支給！

始めるかたを
します！

福祉・介護 のおしごと

応援
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